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澤村墨菴の墓　文久３年（１８６３）３月

建立。本庄松平家の墓所とともに滅失を

免れ、今日に伝来した。東伊興、法受寺

所在。調査中の当館学芸員。

■
市
川
米
庵
の
門
人
　
墓
の
裏
面
に
は
、

墨
菴
の
墓
誌
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
別
掲
）
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
墨
菴
は
諱
（
い
み
な
・

個
人
の
正
式
名
称
）
を
徳
基
、
字
（
あ
ざ
な
・

通
称
）
を
音
郷
と
し
、
文
久
二
年
（
一
八

六
二
年
）
に
七
三
歳
で
没
し
（
逆
算
す
る

と
寛
政
二
・
一
七
九
〇
年
生
ま
れ
）
、
法

受
寺
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
安
養
寺
（
浅

草
）
。
に
葬
ら
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。
下

谷
で
酒
井
抱
一
や
谷
文
晁
と
も
交
流
し
た

書
家
の
市
川
米
庵
の
門
人
と
な
り
「
墨
菴
」

「
墨
翁
」
と
号
し
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

■
江
戸
で
活
躍
し
た
宮
津
藩
の
書
家
　
と

こ
ろ
で
墨
菴
の
墓
が
本
庄
松
平
家
の
墓
所

近
く
に
あ
る
理
由
で
す
。
も
と
も
と
丹
後

の
人
で
丹
後
宮
津
藩
七
万
石
の
六
代
目
藩

主
、
松
平
宗
秀
に
仕
え
、
祐
筆
（
書
記
）
、

江
戸
詰
の
御
用
人
、
御
番
頭
格
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　
米
庵
は
墨
菴
同
様
、

大
名
（
加
賀
藩
前
田

家
）
に
仕
え
、
屋
敷

は
現
在
の
地
下
鉄
日

比
谷
線
入
谷
駅
の
北

千
住
駅
よ
り
に
あ
り

ま
し
た
。

　
墨
庵
自
身
の
居
所

は
未
詳
で
す
が
、
墓

誌
に
あ
る
と
お
り
、

安
養
寺
に
葬
ら
れ
ま

し
た
。
安
養
寺
は
浅

草
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、

　

はい、文化財係です㉛ 文化財指導員の役割 … P4

　
伊
興
寺
町
の
名
刹
、
法
受
寺

は
三
遊
亭
円
朝
の
名
作
、
怪
談
・

牡
丹
燈
籠
ゆ
か
り
の
寺
と
し
て

有
名
で
す
が
、
さ
ら
に
大
名
本

庄
松
平
家
の
墓
所
が
あ
り
、
同

　

家
出
身
で
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
生
母
、

桂
昌
院
の
追
善
墓
が
足
立
区
の
登
録
有
形

文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
庄

松
平
家
の
墓
域
に
隣
接
し
て
「
墨
菴
先
生

墓
」
と
大
書
さ
れ
た
お
墓
が
あ
り
ま
す
。 

【
墓
誌
の
翻
刻
】　
判
読
未
詳
＝
□
、
可
能
性
は
　
等
と
し
た
。

考
諱
徳
基
字
温
郷
號
墨
菴
又
號
墨
翁
資
性
史
厚
行
謹
書

舎
浮
靡
尚
躬
行
以
是
人
皆
敬
愛
不
措
又
少
時
受

河
米
菴
其
後
臨
摹
古
人
墨
蹟
筆
　
大
進
自
為
一
家
晩
年

學
書
法
者
大
約
数
千
人
以
文
久
二
年
壬
戌
閏
八
月
二
十

四
日
罹
病
而
死
于
舎
享
年
七
十
有
三
　
於
安
養
寺
先

側
法
謚
曰
徳
永
院
満
譽
墨
翁
居
士

　

文
久
三
年
癸
亥
三
月
日　
　

嗣
男　

澤
村
徳
倫　
　

建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
男　

飯
島
徳
載
撰
并
書

令和３年度　足立区文化遺産調査特別展

『谷文晁の末裔  － 二世文一と谷派の絵師たち －』

会期＝１０／１～１２／５

会場＝郷土博物館

　澤村墨菴が仕官した丹後宮津藩ですが、足立区江北（上
沼田）の豪農で絵師だった舩津文渕と交流した谷派の絵師、
二世谷文一も同藩の家臣となりました。今回の展覧会は、
二世谷文一とその周辺に着目します。本庄松平家の城下町、
宮津の京都府立丹後郷土資料館と連携して開催します。

丹
後
宮
津
藩
の
書
家
、
澤
村
墨
菴
の
墓
誌
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足 立 史 談

宮
津
藩
主
の
菩
提
寺
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

主
君
の
松
平
宗
秀
は
、
幕
府
の
老
中
と

な
っ
た
有
能
な
人
で
、
宗
秀
が
宮
津
藩
を

継
承
し
た
直
後
に
、
幕
閣
が
屋
敷
を
構
え

る
虎
の
門
内
に
宮
津
藩
邸
（
上
屋
敷
）
も

移
り
ま
し
た
（
現
、
財
務
省
の
桜
田
通
り

側
の
敷
地
）
。

※

　

本
庄
松
平
家
で
は
「
本
庄
」
と
「
本
荘
」

　

の
両
表
記
を
用
い
て
い
ま
す
。
本
稿
は

　

『
宮
津
市
史
』
（
宮
津
市
役
所
、
平
成
六
・

　

一
九
九
四
年
〜
同
十
七
・
二
〇
〇
五
年
）

　

の
表
記
に
従
い
「
本
庄
」
を
優
先
利
用

　

し
て
い
ま
す
。　

第 643 号（2）令和 3年９月

■
蠅
を
取
る　

ハ
エ
は
、
う
っ
と
お
し
く

飛
び
回
る
だ
け
で
は
な
く
、
赤
痢
、
チ
フ

ス
な
ど
の
病
原
菌
を
媒
介
す
る
不
潔
な
昆

虫
で
、
食
物
に
ハ
エ
が
と
ま
ら
な
い
よ
う

に
防
ぐ
ほ
か
に
、
ハ
エ
を
駆
除
す
る
道
具

も
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
さ
れ
ま
し
た
。
前
回

ご
紹
介
の
、
天
井
に
と
ま
っ
た
ハ
エ
を
捕

る
道
具
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
道
具
は
、
ハ
エ
を
お
び

き
寄
せ
て
捕
ま
え
る
道
具
で
す
。

て
き
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
こ

う
し
て
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
幸
運
で
し
た
。

　

東
京
都
心
の
下
町
地
域
で
は
、
関
東
大

震
災
の
後
も
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）

の
空
襲
等
に
よ
っ
て
寺
院
や
墓
誌
の
多
く

が
失
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
墨

菴
の
墓
誌
は
、
墨
菴
の
子
ど
も
た
ち
に

よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
そ
の
ま
ま
の
一

次
資
料
で
あ
り
貴
重
な
記
録
で
す
。

　

最
後
に
法
受
寺
の
御
住
職
、
難
波
大
昭

先
生
に
は
多
く
の
ご
教
示
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
（
文
責

‥

学
芸
員
　
多
田
文
夫
）

　

※

　

墨
庵
の
経
歴
は
大
東
文
化
大

　

学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し

　

ま
し
た
。

■
法
受
寺
の
墓
所　

澤
村
墨
菴
の

墓
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）

の
建
立
で
す
。
関
東
大
震
災
の
後
、

安
養
寺
と
法
住
寺
が
合
し
て
、
昭

和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
法
受
寺

と
し
て
現
在
地
で
継
承
さ
れ
ま
し

た
。
本
庄
松
平
家
の
墓
所
（
上
掲

写
真
）
に
は
、
初
代
の
宗
資
（
常

陸
笠
間
初
代
藩
主
。
法
号
「
安
養

寺
殿
」
）
夫
妻
の
墓
を
は
じ
め
、
次

代
の
松
平
資
俊
（
常
陸
笠
間
藩
主
、

の
ち
遠
江
浜
松
藩
主
。
松
平
姓
と

な
る
）
の
墓
塔
が
並
ん
で
い
ま
す
。

大
名
家
二
代
の
墓
所
と
し
て
は
、

安
置
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
関
東
大
震
災
で
遺
さ
れ

た
墓
石
を
中
心
に
墓
域
を
形
成
し

　

■
自
動
蠅
捕
器　

こ
の
道
具
は
、
「
村
瀬

式
自
動
蠅
捕
器
」
と
い
う
名
称
で
、
名
古

屋
商
事
時
計
部
が
製
造
し
て
い
た
も
の
で

す
。
【
写
真
１
】
ゼ
ン
マ
イ
を
巻
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
砂
糖
水
な
ど
を
塗
っ
た
筒
状

の
「
回
転
ロ
ー
ル
」
が
ご
く
ゆ
っ
く
り
と

回
転
し
、
と
ま
っ
た
ハ
エ
が
、
気
付
か
な

い
う
ち
に
ロ
ー
ル
の
裏
側
、
箱
の
内
部
の

方
に
送
ら
れ
ま
す
。
ロ
ー
ル
か
ら
離
れ
た

ハ
エ
は
、
「
捕
集
籠
」
に
あ
い
た
穴
か
ら
、

ガ
ラ
ス
窓
や
金
網
か
ら
さ
し
こ
む
光
に
誘

わ
れ
て
入
り
込
み
、
生
け
捕
り
す
る
仕
組

み
で
す
。
捕
集
籠
は
取
り
出
し
て
ハ
エ
を

捨
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
度
ゼ
ン
マ

イ
を
巻
く
と
ロ
ー
ル
は
10

時
間
近
く
動
き
、

一
日
の
使
用
に
は
充
分
で
し
た
。
大
正
十

　
　

三
年
（
一
九
二
四
）
六
月
三

日
発
行
の
「
大
阪
金
物
新
報

物
価
急
報
付
録
」
に
よ
る
と
、

「
数
ア
ル
従
来
品
ト
異
ナ
リ

完
全
無
欠
蠅
ノ
途
中
ヨ
リ
絶

対
ニ
逸
グ
ル
恐
レ
ナ
キ
特
殊

ノ
構
造
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス

蠅
捕
器
ハ
本
品
ニ
上
越
ス
モ

ノ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
」
と
ア

ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
動
蠅
捕
器
は
、
ま
ず
大

正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
特

許
（
第
二
三
五
七
号
）
を
受

け
た
「
ハ
イ
ト
リ
ッ
ク
」
と

い
う
製
品
を
大
正
四
年
（
一

九
一
五
）
に
尾
張
時
計
株
式

会
社
が
追
加
発
明
（
特
許
二

　

【写真１】村瀬式自動蠅捕器　千ヶ崎氏寄贈
　　　　　24×24×14cm

あ
だ
ち
民
具
図
典
⑨

　 

蠅 

捕 

器

は
え    

と
り     

き



足 立 史 談（3）第 643 号 令和 3年９月

七
七
四
八
号
）
を
し
て
製
造
開
始
し
ま
し

た
。
（
註
１
）
、
写
真
の
村
瀬
式
蠅
捕
器
は

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
実
用
新
案
を

取
っ
て
製
造
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
社
の

他
に
競
争
相
手
と
な
る
業
者
は
い
な
い
と

い
う
状
態
と
な
り
、
両
者
の
製
造
合
計
は

年
十
数
万
個
、
從
來
の
各
種
蠅
取
紙
、
蠅

捕
器
に
代
わ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

ほ
か
、
中
国
、
マ
レ
ー
半
島
、
イ
ン
ド
、

南
洋
等
に
輸
出
す
る
額
は
巨
万
と
い
う
ほ

ど
に
な
る
と
い
う
大
正
十
二
年
（
一
九
二

三
）
の
『
名
古
屋
物
産
案
内
』
の
記
事
が

あ
り
ま
す
。
（
多
摩
美
術
館
大
学
美
術
館

　

コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
へ
よ
う
こ
そ　

０
４　

蠅
捕
器
」　

h
ttp

://
to

k
y
o
p
a
s
s
e
rb

y
.b

lo
g
sp

o
t.c

o
m

/

2
0
1
3
/
0
6
/
0
4
.h

tm
l 

参
照
日･･

令
和
３
年

８
月
15
日
）

　

商
標
ラ
ベ
ル
に
は
輸
出
を
意
識
し
て
か

　

【写真２】蠅捕瓶　　青木氏寄贈

　　　    16.5×18.2ｃｍ　

　　　    内部の折り返しは 7ｃｍ

英
語
表
記
も
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ッ
ト
商
品

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ゼ
ン
マ

イ
仕
掛
け
に
よ
る
製
品
で
あ
る
た
め
か
、

両
者
と
も
時
計
の
技
術
を
持
っ
た
会
社
の

製
造
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
、
そ
の
技
術

が
効
果
的
に
生
か
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

自
動
蠅
捕
器
の
使
用
が
勧
め
ら
れ
た
の

は
兵
営
、
病
院
、
寄
宿
舎
、
旅
館
、
料
理
店
、

銀
行
、
会
社
、
官
営
の
食
卓
な
ど
で
す
。

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
の
販
売
価
格

が
四
円
三
十
銭
で
、
大
正
十
五
年
（
一
九

二
六
）
の
国
家
公
務
員
上
級
者
の
初
任
給

が
七
十
五
円
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
現
在
の

価
格
を
考
え
る
と
二
万
円
く
ら
い
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ハ
エ
の
捕
獲
用
具
と
し

て
は
高
価
で
あ
っ
た
た
め
、
個
人
宅
で
は

中
流
以
上
の
家
で
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
都
市
部
や
地
方
の
素
封
家

で
使
用
さ
れ
、
家
具
調
の
つ
く
り
は
見
た

　

目
も
よ
く
、
不
快
感
な
く

ハ
エ
を
捕
獲
す
る
道
具
と

し
て
重
宝
さ
れ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。
自
動
式

の
蠅
捕
器
は
、
大
正
の
初

　

め
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
製
造
さ
れ
、

各
地
の
ハ
エ
捕
り
に
活
躍
し
ま
し
た
。

■
蠅
捕
瓶　
　

同
じ
よ
う
に
一
種
の
ワ
ナ

と
し
て
ハ
エ
を
捕
る
道
具
に
ガ
ラ
ス
製
の

蠅
捕
瓶
（
は
え
と
り
び
ん
）
が
あ
り
ま
す
。

【
写
真
２
】
こ
の
瓶
の
下
に
、
ハ
エ
を
お

び
き
寄
せ
る
エ
サ
（
魚
の
は
ら
わ
た
な
ど

が
効
果
的
）
を
置
き
、
瓶
に
は
水
や
石
鹸

水
な
ど
を
入
れ
て
お
き
ま
す
。
エ
サ
に
引

き
寄
せ
ら
れ
た
ハ
エ
は
、
瓶
の
下
か
ら
侵

入
し
て
エ
サ
に
と
ま
り
ま
す
が
、
上
に
飛

ぶ
性
質
が
あ
る
た
め
ガ
ラ
ス
瓶
の
内
部
に

入
っ
て
出
ら
れ
な
く
な
り
、
い
ず
れ
は
、

水
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
死

ん
だ
ハ
エ
は
、
上
部
の
ふ
た
を
あ
け
て
洗

い
流
し
ま
す
。

　

こ
の
蠅
捕
瓶
は
、
か
な
り
威
力
を
発
揮

し
た
ら
し
く
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）

の
夏
、
こ
れ
を
二
つ
庭
に
置
い
て
、
一
週

間
で
三
十
二
万
匹
を
捕
獲
し
た
「
蠅
取
り

名
人
」
を
朝
日
新
聞
が
紹
介
し
て
い
ま
す
。

（
前
述
、「 

多
摩
美
術
館
大
学
美
術
館　

コ

ド
モ
ノ
ク
ニ
へ
よ
う
こ
そ　

０
４　

蠅
捕

器
」
よ
り
）　

　

効
果
を
確
認

し
て
満
足
で
き

る
反
面
、
捕
っ

た
大
量
の
ハ
エ

が
い
つ
も
見
え

る
と
い
う
見
た

目
の
悪
さ
が
欠

点
で
す
。
旅
館

や
料
理
店
、
銀

　

行
な
ど
で
使
用
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

昭
和
三
〇
年
代
に
は
、「
ハ
エ
と
蚊
の
い

な
い
生
活
実
践
運
動
」
と
い
う
生
活
環
境

の
整
備
な
ど
、
地
域
住
民
参
加
型
の
運
動

が
広
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
十

年
（
一
九
六
五
）
に
は
、
未
処
理
の
ま
ま

の
ゴ
ミ
を
埋
め
立
て
て
い
た
江
東
区
夢
の

島
か
ら
、
大
量
の
ハ
エ
が
発
生
し
、
江
東

区
を
中
心
に
拡
散
す
る
な
ど
、
急
激
に
開

発
の
進
ん
だ
都
心
部
で
は
衛
生
環
境
の
整

備
が
追
い
付
か
ず
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
人
々
の
努
力
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
は
自
動
蠅
捕
器
を
動
か
し
て
い
て

も
ハ
エ
が
入
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
道
具
が
重
宝
さ
れ
た
の
も
、
か

な
り
の
数
の
ハ
エ
が
家
屋
に
入
る
の
が
当

た
り
前
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

動
き
と
仕
組
み
の
面
白
い
道
具
の
た
め

そ
こ
に
注
目
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
道
具
の

活
躍
す
る
背
景
ま
で
思
い
を
巡
ら
せ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

（
註
）

　

博
物
館
で
は
「
ハ
イ
ト
リ
ッ
ク
一
号
」

も
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
（
神
明　

星
野
氏

寄
贈
）

（
そ
の
他
　
参
考
・
引
用
）

■「
世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館　

資
料
館
だ

よ
りN

O
7
3

」
自
動
蠅
捕
器
ハ
イ
ト
リ
ッ
ク

■
特
許
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

（h
ttp

s
://

w
w

w
.j-p

la
tp

a
t.in

p
it.g

o
.jp

/

p
0
1
0
0

）

　
　
　
　
　
　
（
学
芸
員
　
荻
原
ち
と
せ
）

　

昭和 34 年（1959）

千住橋戸町
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足
立
区
は
、
六
二
五
件
の
文
化
財
を
指

定
・
登
録
し
、
所
有
者
・
管
理
者
、
所
在

地
と
い
っ
た
情
報
を
台
帳
に
記
録
し
文
化

財
の
保
護
を
図
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

文
化
財
係
の
職
員
の
み
で
、
こ
れ
だ
け
多

く
の
文
化
財
を
保
護
し
て
い
く
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
文
化
財
保
護
指
導

員
の
協
力
を
得
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
文
化
財
保
護
指
導
員
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
今
回
は
、
知
ら
れ

ざ
る
文
化
財
保
護
指
導
員
（
以
下
、
指
導

員
と
省
略
）
の
役
割
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

■
指
導
員
の
立
場　

そ
も
そ
も
指
導
員
は
、

文
化
財
保
護
法
及
び
足
立
区
文
化
財
保
護

条
例
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
文
化
財
保
護
法
）

　

第
百
九
十
一
条　

都
道
府
県
及
び
市
町

　
　

村
の
教
育
委
員
会
（
当
該
都
道
府
県

　
　

及
び
市
町
村
が
特
定
地
方
公
共
団
体

　
　

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
地
方

　
　

公
共
団
体
）
に
、
文
化
財
保
護
指
導

　
　

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

２　

文
化
財
保
護
指
導
委
員
は
、
文

　
　

化
財
に
つ
い
て
、
随
時
、
巡
視
を
行
い
、

　
　

並
び
に
所
有
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

　

い
ま
す
。

■
指
導
員
会
議　

年
一
回
、
指
導
員
と
文

化
財
係
の
職
員
が
会
議
を
行
い
ま
す
。
こ

の
会
議
は
、
文
化
財
係
の
行
事
計
画
や
文

化
財
の
指
定
・
登
録
・
解
除
な
ど
に
つ
い

て
指
導
員
に
対
し
報
告
し
、
一
方
で
、
指

導
員
が
普
段
の
業
務
で
感
じ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
文
化
財
係
へ
報
告
し
て
も
ら
い
ま

す
。
文
化
財
係
と
指
導
員
の
双
方
が
意
見

交
換
を
し
、
文
化
財
係
が
把
握
し
き
れ
て

い
な
い
よ
う
な
情
報
な
ど
を
知
る
こ
と
も

で
き
る
貴
重
な
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

■
普
及
活
動　

文
化
財
係
は
、
例
年
、
伊

興
遺
跡
公
園
で
の
子
供
イ
ベ
ン
ト
や
、
東

京
都
が
主
催
す
る
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
期
間

中
の
特
別
公
開
事
業
な
ど
様
々
な
催
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
普
及
活
動
に

も
、
指
導
員
は
解
説
員
や
補
助
員
と
し
て

従
事
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
イ
ベ
ン
ト
で

は
、
子
ど
も
達
に
や
さ
し
く
道
具
の
使
い

方
や
展
示
品
の
歴
史
を
教
え
た
り
、
文
化

財
ウ
ィ
ー
ク
で
は
文
化
財
の
歴
史
的
価
値

な
ど
を
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
普
及
活
動
を
通
じ
て
、
保
護
法
に
あ

る
「
文
化
財
保
護
思
想
」
を
啓
発
し
て
い

ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
指
導
員
は
、
足
立
区

の
文
化
財
行
政
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら

な
い
存
在
で
す
。
文
化
財
係
は
こ
れ
か
ら

も
指
導
員
と
協
力
し
な
が
ら
、
文
化
財
の

保
護
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

　

　
　

対
し
、
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
指

　
　

導
及
び
助
言
を
す
る
と
と
も
に
、
地

　
　

域
住
民
に
対
し
、
文
化
財
保
護
思
想

　
　

に
つ
い
て
普
及
活
動
を
行
う
も
の
と

　
　

す
る
。

　
　

３　

文
化
財
保
護
指
導
委
員
は
、
非

　
　

常
勤
と
す
る
。

（
足
立
区
文
化
財
保
護
条
例
）

　

第
三
十
二
条　

文
化
財
の
所
在
及
び
保

　
　

存
状
況
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
文

　
　

化
財
保
護
の
指
導
及
び
助
言
を
行
う

　
　

た
め
、
教
育
委
員
会
に
文
化
財
保
護

　
　

指
導
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

２　

文
化
財
保
護
指
導
員
は
、
非
常

　
　

勤
と
す
る
。

　

指
導
員
の
主
な
職
務
は
、
文
化
財
の
巡

視
や
普
及
活
動
で
す
。
ま
た
、
他
自
治
体

で
も
指
導
（
委
）
員
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

■
構
成　

現
在
、
足
立
区
は
、
区
民
か
ら

公
募
し
た
十
一
人
の
指
導
員
を
非
常
勤
職

員
と
し
て
委
嘱
し
て
お
り
、
四
十
代
か
ら

七
十
代
ま
で
の
方
々
が
従
事
し
て
い
ま
す
。

指
導
員
の
経
歴
は
様
々
で
、
文
化
財
と
は

関
係
の
な
い
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
方
が

多
い
で
す
。
任
期
は
二
年
で
す
が
、
再
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
十
年
以
上
従

事
し
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
も
多
く
い
ま
す
。

退
任
で
欠
員
が
出
た
場
合
な
ど
、
必
要
に

応
じ
て
公
募
し
て
い
ま
す
。

■
巡
視　

足
立
区
で
は
年
三
回
巡
視
を

行
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
何
を
す
る
か

と
い
う
と
、
ま
ず
所
有
者
・
管
理
者
に
巡

視
す
る
連
絡
を
し
、
台
帳
情
報
に
変
更
が

　

な
い
か
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。
つ
い
で
文

化
財
を
目
視
し
、
破
損
や
劣
化
な
ど
が
な

い
か
を
確
認
し
ま
す
。
文
化
財
の
材
質
や

保
管
場
所
に
よ
っ
て
は
、
白
ア
リ
の
被
害

が
な
い
か
、
周
囲
に
可
燃
物
が
な
い
か
、

排
水
の
状
況
は
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と

な
ど
も
確
認
し
ま
す
。
保
管
方
法
に
問
題

が
あ
る
場
合
は
、
適
切
な
保
管
方
法
に
変

え
て
も
ら
う
よ
う
指
導
員
か
ら
所
有
者
・

管
理
者
に
お
願
い
を
し
ま
す
。　

　

指
導
員
の
巡
視
は
文
化
財
だ
け
が
対
象

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
区
内
各
地
に
あ
る
説

明
板
や
文
化
財
標
柱
も
巡
視
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

指
導
員
が
文
化
財
係
へ
巡
視
結
果
を
報

告
す
る
こ
と
で
、
文
化
財
の
保
護
や
説
明

板
・
標
柱
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
に
対
し
、

文
化
財
係
が
適
切
な
対
応
を
講
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

十
一
人
で
分
担
し
て
巡
視
し
て
い
ま
す

が
、
広
い
足
立
区
な
の
で
か
な
り
の
移
動

距
離
に
な
り
、
多
い
人
で
は
一
〇
〇
件
近

く
の
巡
視
を
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
指
導
員
の
役
割
と
し
て
重
要

な
こ
と
は
、
文
化
財
の
所
有
者
・
管
理
者

の
要
望
を
文
化
財
係
に
取
り
次
ぐ
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
指
導
員
は
所
有
者
・

管
理
者
と
文
化
財
係
の
間
に
立
っ
て
双
方

を
繋
ぐ
潤
滑
油
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
す
。

　

な
お
、
現
在
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
で
き
る
範

囲
で
巡
回
を
し
て
も
ら
う
状
態
が
続
い
て

　

は
い
、
文
化
財
係
で
す

㉛

文
化
財
保
護

　
　  
指
導
員
の
役
割
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